
 

      

     令和５年４月２３日執行 

蓬田村議会議員一般選挙における  
  

   

選挙公営のお知らせ  
  

  

  

○ 選 挙 運 動 用 自 動 車  

・ハイヤー方式  

・個別契約方式  

○ 選 挙 運 動 用 ポスター 

○ 選 挙 運 動 用 ビ ラ  

  
  

  

  

蓬田村選挙管理委員会  
  



 凡  例  

   

   法   ……… 公職選挙法  

   令   ……… 公職選挙法施行令  

  条例 ……… 蓬田村議会議員及び蓬田村長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例  

  規程 ……… 蓬田村議会議員及び蓬田村長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る規程  

 

  

※ 参  考  

  この「選挙公営」は、法１４１⑧、１４３⑮及び１４２⑪並びに村条例及び村規程に

基づくものです。  

  

  法１４１⑧  

（略）村の議会の議員又は長の選挙については村は、（略）条例で定めるところによ

り、公職の候補者の第１項の自動車（選挙運動用自動車）の使用について、無料と

することができる。  

  

  法１４３⑮  

（略）村の議会の議員及び長の選挙については村は、（略）条例で定めるところによ

り、公職の候補者の第１項（略）第５号のポスター（選挙運動用ポスター）の作成

について、無料とすることができる。  

  

  法１４２⑪  

（略）村の議会の議員及び長の選挙については村は、（略）条例で定めるところによ

り、公職の候補者の第１項（略）第６号のビラ（選挙運動用ビラ）の作成につい

て、無料とすることができる。  
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Ⅰ 選挙運動用自動車の公営  

  

１ 公費負担の制度  

候補者は、一定の金額を限度として選挙運動用自動車を村の負担で無料で使用する 

ことができます。ただし、この制度は、供託物が没収される者には適用されません。  

（法１４１⑧、公営条例２）  

 ◆町長選挙における供託物没収点  有効投票の総数×1/10 

◆議会議員選挙における供託物没収点 (有効投票の総数÷議員定数８人) ×1/10  

 

２ 契約の種類  

選挙運動用自動車の使用については、「ハイヤー方式」と「個別契約方式」があり、 

候補者において選択することになります。  

「ハイヤー方式」とは「一般乗用旅客自動車運送事業者」（道路運送法３Ⅰハ）との 

契約で、自動車、燃料及び運転手込みで自動車を貸し切って契約する方式です。  

「個別契約方式」とは、「自動車の借入れ」、「燃料の供給」、「運転手の雇用」をそれ 

ぞれ個別に契約する方式です。  

※ 個別契約方式の契約を当該候補者と生計を一にする親族と締結した場合には、当該 

親族が当該契約に係る業務を業として行う者に限り公営の対象となります。  

  

３ 公費負担限度額  

○ハイヤー方式（一般乗用旅客自動車運送事業者との契約の場合）  

（１日当たりの契約金額又は５１，５００円のうち少ない方の額）×使用した日数  

※ 同一の日に２台以上使用される場合は、候補者が指定するいずれか１台です。  

※ 「使用した日数」は立候補の届出の日から選挙期日の前日までの日数の範囲内です。  

 

○個別契約方式  

 【ア 自動車の借入れ契約 】 

（１日当たりの契約金額又は１３，３９０円のうち少ない方の額）×使用した日数  
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※ 同一の日に２台以上使用される場合は、候補者が指定するいずれか１台です。  

※ 「使用した日数」は立候補の届出の日から選挙期日の前日までの日数の範囲内です。 

 

【イ 燃料の供給 】  

次のａ又はｂのうち少ない方の金額（注１）  

ａ 実際に選挙運動用自動車に供給した燃料の代金    

ｂ ７，２１０円×立候補の届出の日から選挙期日の前日までの日数（注２）  

（注１） 選挙管理委員会が確認をしたものに限ります。  

（注２） 無投票の場合は立候補届出日の１日分が、公費負担対象の期間となります  

公費により燃料の供給費用が負担されるのは選挙運動用自動車に限られ、事務連絡

等に使用する自動車等は対象になりません。  

  

【ウ 運転手の雇用契約 】 

（１日当たりの契約金額又は 10,000 円のうち少ない額）×運転に従事した日数  

※ 同一の日に２人以上雇用される場合は、候補者が指定するいずれか１人です。  

※ 「運転に従事した日数」は立候補の届出の日から選挙期日の前日までの日数 

の範囲内です。  

  

・村が負担する費用は、業者からの請求に基づき直接支払われます。  

・契約により支払うべき金額が上記の公費負担限度額を超えますと、その超えた 

   金額は候補者本人の自己負担となります。  

  

 

４ 選挙公営の手続き  

（１） 契約の届出（候補者→村選挙管理委員会） 

立候補届出時又は契約締結後直ちに届出すること   

選挙運動用自動車の使用について公営を受けようとする候補者は、選挙運動用自動 

車の使用について有償契約を締結した場合、直ちに（立候補の届出前に契約を締結し 

た場合には、立候補の届出時）、村選挙管理委員会に届出なければなりません。  
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使用する様式：選挙運動用自動車使用の契約届出書〈様式第１号〉 

添 付 書 類 ：当該有償契約書の写し  

※ ハイヤー方式で契約する場合は、「一般乗用旅客自動車運送事業」の免許の 

写しも添付してください。  

   

（２） 使用証明書の提出（候補者→契約を締結した各業者等） 契約履行後  

候補者は、契約の履行後、実際の金額等を納品書等で確認した上で、使用証明書を 

作成し、契約業者等に提出してください。  

この使用証明書は契約業者等が村に支払いを請求する際に請求書に添付しなければ 

なりません。  

 

※ 公費による燃料の供給費用が負担されるのは選挙運動用自動車に限られ、 

事務連絡等に使用する自動車等は対象になりませんのでご注意ください。 

  

 使用する様式：選挙運動用自動車使用証明書  

自動車の使用      〈様式第１０号の１〉 

燃料の供給        〈様式第１０号の２〉 

運転手の雇用      〈様式第１０号の３〉  

※ ハイヤー方式の場合は、選挙運動用自動車使用証明書（自動車）のみ提出  

 

（３） 確認申請書（燃料の供給のみ）の提出（候補者→村選挙管理委員会） 契約履行後  

       個別契約方式による契約であって、燃料の供給に関する場合は、公費負担の対象と 

なるものの確認をするため、契約の履行後、実際の金額等を納品書等で確認した上で、 

村選挙管理委員会に確認申請書を提出してください。   

 

使用する様式：自動車燃料代確認申請書〈様式第４号〉  

村選挙管理委員会で確認後、「自動車燃料代確認書〈様式第７号〉」をお渡し 

しますので、燃料供給業者に直ちにこの確認書を渡してください。  
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（４） 請求書の提出（契約を締結した各業者等→村長） 契約履行後  

各契約業者等が請求を行う場合には、下記により村に請求してください。 

（請求書は村選挙管理委員会に提出してください）  

使用する様式：請求書・請求内訳書〈様式第１３号の１〉 

自動車の使用 燃料の供給 運転手の雇用  

添 付 書 類 ：選挙運動用自動車使用証明書（上記（２）参照）  

         自動車燃料代確認書（燃料代の請求の場合のみ。上記（３）参照） 

            給油伝票の写し（燃料代の請求の場合のみ）  
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５ 選挙運動用自動車の公営の手続きを図解すると次のようになります。  

 

 

 

➀ 有償契約  

➁ 契約届出書（契約書の写し添付）･･･････････〈様式第１号〉  

※➂ 使用証明書（自動車・燃料・運転手）･･･････〈様式第１０号の１～３〉  

※➃ 燃料代確認申請書（燃料の供給の場合）･････〈様式第４号〉  

※➄※➅ 燃料代確認書（      〃     ）･････〈様式第７号〉  

➆ 請求書・請求内訳書･･･････････････････････〈様式第１３号の１〉 

使用証明書（自動車・燃料・運転手）添付、  

※燃料代の場合は燃料代確認書・給油伝票の写しも添付  

➇ 支払い  

  

(注)１ ③～⑥は契約の履行後に行ってください。  

   ２ 契約内容に変更が生じた場合は、直ちに契約変更届出書を「様式第１号」に準じて調製し、新

たな契約書の写しを添えて提出してください。  

  

   

       

  

運   送   事   業   者  

              

自動車  

   

   

     

運転手   

     

候 補 者       

村 選 挙 管 理 委 員 会   蓬 田 村 長   

  

  
  ①    

②      
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Ⅱ 選挙運動用ポスターの公営  

  

１ 公費負担の制度  

候補者は、一定の金額を限度として選挙運動用ポスターを村の負担で無料で作成すること 

ができます。ただし、供託物が没収される者には、適用されません。（法１４３⑮、公営条 

例９）  

 
  

 

２ 公費負担限度額  

作成単価（作成単価が４，６６７円を超える場合は、４，６６７円）に作成枚数（作成 

枚数が３１枚を超える場合は、３１枚）を乗じて得た金額。  

※ 作成単価の限度額４，６６７円には、消費税等が含まれます。  

 

・ 村が負担する費用は、業者からの請求に基づき直接支払われます。  

・ 契約により支払うべき金額が上記の公費負担限度額を超えますと、その超えた 

金額は候補者本人の自己負担となります。  

 

【参考例】 選挙運動用ポスター40 枚の作成を 20 万円で契約した場合 

１枚当たりの作成単価は、200,000 円÷40 枚=5,000 円になります。 

この場合は、作成単価及び作成枚数が上限を超えているため、 

4,667 円×31 枚=144,677 円が公費負担の対象となります。 

残りの 9枚分は候補者の負担になります。  

  

３ 選挙公営の手続き  

（１）  契約の届出（候補者→村選挙管理委員会） 立候補届出時又は契約締結後直ちに  

ポスターの作成について公営を受けようとする候補者は、ポスターの作成業者との 

間に有償契約を締結した場合、直ちに（立候補の届出前に契約を締結した場合には、 

立候補の届出後直ちに）村選挙管理委員会に届け出なければなりません。  

     

 使用する様式：ポスター作成契約届出書〈様式第３号〉        

     添 付 書 類 ：当該有償契約書の写し  
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（２） 作成証明書の提出（候補者→契約を締結した業者） 契約履行後  

候補者は、契約の履行後、実際の金額等を納品書等で確認した上で、作成証明書を 

作成し、契約業者に提出してください。  

この作成証明書は契約業者が村に支払いを請求する際に請求書に添付しなければな 

りません。  

 使用する様式：ポスター作成証明書〈様式第１２号〉  

  

 

（３） 確認申請書の提出（候補者→村選挙管理委員会） 契約履行後  

ポスターの作成枚数が当該選挙区内のポスター掲示場の数（３１枚）の範囲内であ 

ることを確認するため、契約の履行後、実際の作成枚数を納品書等で確認した上で、 

村選挙管理委員会に確認申請書を提出してください。  

 使用する様式：ポスター作成枚数確認申請書〈様式第６号〉  

村選挙管理委員会で確認後、「ポスター作成枚数確認書〈様式第９号〉」をお渡ししま 

すので、ポスター作成業者に直ちにこの確認書をお渡しください。  

  

 

（４） 請求書の提出（契約を締結した業者→村長）契約履行後  

契約業者が請求を行う場合には、下記により村に請求してください。（請求書は村 

選挙管理委員会に提出してください）  

使用する様式：請求書・請求内訳書〈様式第１３号の３〉 

添 付 書 類 ：ポスター作成証明書  

               ポスター作成枚数確認書   
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◎ 選挙運動用ポスターの掲示について  
 

１ 掲示できる枚数及び場所  

村選挙管理委員会が設置するポスター掲示場（３１ヵ所）の、1ヵ所につき１枚掲示

できます。 
 

２ 規格  

    選挙運動用ポスターの大きさは、長さ４２cm、幅３０cm 以内です。 
 

３ 証紙及び法定記載事項  

選挙運動用ポスターには、村選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ掲示する

ことができません。また、選挙運動用ポスターには、表面に掲示責任者及び印刷者の住

所、氏名（法人にあっては名称）を記載しなければなりません。（法１４２⑦、⑨）  
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４ 選挙運動用ポスターの公営の手続きを図解すると次のようになります。  

 

 

  

  

➀ 有償契約  

➁ 契約届出書（契約書の写し添付）･･････････〈様式第３号〉  

➂ ポスター作成証明書･･････････････････････〈様式第１２号〉  

➃ ポスター作成枚数確認申請書･･････････････〈様式第６号〉  

➄➅ポスター作成枚数確認書･･････････････････〈様式第９号〉  

➆ 請求書・請求内訳書･･････････････････････〈様式第１３号の３〉  

※ポスター作成証明書・ポスター作成枚数確認書を添付  

➇ 支払い  

  

（注）１ 選挙運動用ポスター作成証明書をポスター作成業者に提出するのは、契約履行後で差し支え

ありません。  

     ２  契約内容に変更が生じた場合は、直ちに契約変更届出書を「様式第３号」に準じて 

調製し、新たな契約書の写しを添えて提出してください。 

  

      候 補 者   

村 選 挙 管 理 委 員 会   蓬 田 村 長   

  

  
  ①  ③ 

②  ④    

ポ ス タ ー 作 成 業 者   
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Ⅲ 選挙運動用ビラの公営 

  

１ 公費負担の制度  

候補者は、一定の金額を限度として選挙運動用ビラを村の負担で無料で作成することが 

できます。ただし、供託物が没収される者には、適用されません。（法１４３⑮、公営条例 

６）  

  

２ 公費負担限度額  

作成単価（作成単価が７円５１銭を超える場合は、７円５１銭）に作成枚数（作成枚数が 

１，６００枚を超える場合は、１，６００枚）を乗じて得た金額。（１円未満切り上げ）  

※ 作成単価の限度額７円５１銭には、消費税等が含まれます。  

 

・ 村が負担する費用は、業者からの請求に基づき直接支払われます。  

・ 契約により支払うべき金額が上記の公費負担限度額を超えますと、その超えた 

金額は候補者本人の自己負担となります。  

  

３ 選挙公営の手続き  

（１） 契約の届出（候補者→村選挙管理委員会） 立候補の届出時又は契約締結後直ちに  

ビラの作成について公営を受けようとする候補者は、ビラの作成業者との間に有償 

契約を締結した場合、直ちに（立候補の届出前に契約を締結した場合には、立候補の 

届出後直ちに）村選挙管理委員会に届け出なければなりません。  

使用する様式：ビラ作成契約届出書〈様式第２号〉  

添 付 書 類 ：当該有償契約書の写し  

  

（２） 作成証明書の提出（候補者→契約を締結した業者） 契約履行後  

候補者は、契約の履行後、実際の金額等を納品書等で確認した上で、作成証明書を 

作成し、契約業者に提出してください。また、この作成証明書は契約業者が村に支払い 

を請求する際に請求書に添付しなければなりません。  

使用する様式：ビラ作成証明書〈様式第１１号〉  
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（３） 確認申請書の提出（候補者→村選挙管理委員会） 契約履行後  

ビラの作成枚数が１，６００枚の範囲以内であることを確認するため、契約の履行 

後、実際の作成枚数を納品書等で確認した上で、村選挙管理委員会に確認申請書を提出 

してください。  

使用する様式：ビラ作成枚数確認申請書〈様式第５号〉  

村選挙管理委員会で確認後、「ビラ作成枚数確認書〈様式第８号〉」をお渡しします 

ので、ビラ作成業者に直ちにこの確認書をお渡しください。  

  

（４） 請求書の提出（契約を締結した業者→村長） 契約履行後  

契約業者が請求を行う場合には、下記により村に請求してください。（請求書は村 

選挙管理委員会に提出してください）  

使用する様式：請求書・請求内訳書〈様式第１３号の２〉 

添 付 書 類 ：ビラ作成証明書  

               ビラ作成枚数確認書        

ビラの見本  

 

◎ 選挙運動用ビラの頒布について  

 

４ 頒布できる枚数及び場所  

候補者が頒布できる選挙運動用ビラは、村選挙管理委員会に届け出た２種類以内、

合わせて 1,600 枚までです。頒布できるのは、新聞折込み、候補者の選挙事務所内、

個人演説会の会場内、街頭演説の場所に限られます。  
 

５ 規格  

    選挙運動用ビラの大きさは、長さ 29.7cm、幅 21cm を超えてはなりません。 
 

６ 証紙及び法定記載事項  

選挙運動用ビラには、村選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布するこ

とができません。また、選挙運動用ビラには、表面に頒布責任者及び印刷者の住所、

氏名（法人にあっては名称）を記載しなければなりません。（法１４２⑦、⑨）  
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４ 選挙運動用ビラの公営の手続きを図解すると次のようになります。  

 

 

  

  

①  有償契約  

②  ビラ作成契約届出書（契約書の写し添付）･･･〈様式第２号〉 

③  ビラ作成証明書･･･････････････････････････〈様式第１１号〉  

④  ビラ作成枚数確認申請書･･･････････････････〈様式第５号〉 

⑤⑥ ビラ作成枚数確認書････････････････････〈様式第８号〉  

➆ 請求書・請求内訳書･･････････････････････〈様式第１３号の２〉   

ビラ作成証明書・ビラ作成枚数確認書・ビラ見本を添付  

➇ 支払い  

  

（注）１ ビラ作成証明書をビラ作成業者に提出するのは、契約履行後で差し支えありません。  

     ２ 契約内容に変更が生じた場合は、直ちに契約変更届出書を「様式第２号」に準じて 

調製し、新たな契約書の写しを添えて提出してください。  

  

候 補 者     

村 選 挙 管 理 委 員 会   蓬 田 村 長   

  

  
⑥  ①  ③ 

②  ④    

ビ ラ 作 成 業 者   



 

参 考  

公営を受けようとする際に必要な書類等  

 

１ 選挙運動用自動車  

（１） ハイヤー方式 ･･･ 自動車、燃料及び運転手を込みで貸し切って契約する方式  

提出の時期  提出先   書 類 等  

 

告示日  候補者→村選管  
○契約届出書  ○契約書の写し    

○一般乗用旅客自動車運送事業者の免許の写し  

 

契約の履行後  候補者→契約業者  ○選挙運動用自動車使用証明書(自動車)  

支払請求時  
契約業者→村長(村

選管)  

○請求書・請求内訳書(ハイヤー方式)   

○選挙運動用自動車使用証明書(自動車)  

支払限度額(消費税等含む)  

 4/18 から 4/22 までの 5 日間 

無投票の場合は１日分  
 51,500 円×5 日＝257,500 円  (1 日当たり 51,500 円)  

  

（２） 個別契約方式 ･･･ 自動車、燃料、運転手をそれぞれ個別に契約する方式  

提出の時期  提出先  

 書 類 等  

自動車の借入れ  燃 料 の 供 給  運転手の雇用  

告示日   候補者→村選管  ○契約届出書   ○契約書の写し(自動車、燃料、運転手)  

 

契約の履行後 
候補者→各契約業者  ○選挙運動用自動車使用証明書(自動車、燃料、運転手)  

候補者→村選管    ○燃料代確認申請書    

支払請求時  

各契約業者  

→ 村長(村選

管)  

○請求書・請求内

訳書(自動車)  

○使用証明書（自

動車）  

○請求書・請求内訳

書(燃料) ○使用証

明書（燃料） ○給

油伝票の写し ○自

動車燃料代確認書

（※）  

○請求書・請求内

訳書(運転手)  

○使用証明書（運

転手）  

支払限度額(消費税等含む)  

 4/18 から 4/22 までの 5 日間 

無投票の場合は１日分 

13,390 円× 5 日＝ 

66,950 円  

(1 日当たり 13,390 円)  

7,210 円× 5 日 ＝ 

36,050 円    

(1 日当たり 7,210 円)  

10,000 円× 5 日＝ 

50,000 円   

(1 日当たり 10,000 円)  

(※) 自動車燃料代確認書は、確認申請書を提出していただいた後、候補者へ交付します。 

 



 

２ 選挙運動用ポスター  

提出の時期  提出先   書 類 等  

 

告示日  候補者→村選管  ○契約届出書  ○契約書の写し    

 

契約の履行後  
候補者→契約業者  ○ポスター作成証明書  

候補者→村選管  ○ポスター作成枚数確認申請書  

支払請求時  契約業者→村長  
○請求書・請求内訳書(ポスターの作成)  ○ポスター作

成証明書  ○ポスター作成枚数確認書(※)  

支払限度額等(消費税等含む)  ○単価限度額 ４，６６７円  ○枚数の限度 ３１枚  

（※）ポスター作成枚数確認書は、ポスター作成枚数確認申請書を提出していただいた

後、候補者へ交付します。  

  

３ 選挙運動用ビラ ･･･ ２種類まで作成可  

提出の時期  提出先   書 類 等  

 

告示日  候補者→村選管  ○契約届出書  ○契約書の写し    

 

契約の履行後  
候補者→契約業者  ○ビラ作成証明書  

候補者→村選管  ○ビラ作成枚数確認申請書  

支払請求時  契約業者→村長  
○請求書・請求内訳書(ビラの作成)  ○ビラ作成証明書   

○ビラ作成枚数確認書(※)   ○ビラ見本  

支払限度額等(消費税等含む)  ○単価限度額 ７円５１銭  ○枚数の限度 １，６００枚  

（※）ビラ作成枚数確認書は、ビラ作成枚数確認申請書を提出していただいた後、候補者

へ交付します。  

  

  

〈注 意〉  

 ◎ 選挙公営制度は、供託物が没収される者には適用されません。  

 ◎ 限度額を超えた分は、候補者の自己負担になります。  

 ◎ 村が負担する費用は、村選挙管理委員会から契約業者に直接支払われます。  

    候補者への支払いはありません。  

 ◎  4 / 14 (金)の事前審査の際、告示日に提出する選挙公営の書類も確認させてい

ただきますので、それまでに契約書等をご用意ください。  

 

 

 

      －１２－  


